
令和５年度 集団指導講習会

福島市 危機管理室

社会福祉施設等における災害対策について
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１ ハザードマップについて

（１）ハザードマップの種類

・洪水ハザードマップ

・土砂災害ハザードマップ

・内水ハザードマップ

・ため池ハザードマップ

・吾妻山・安達太良山火山防災マップ

ふくしまeマップ
（福島市地理情報システム）
で確認できます



（２）ハザードマップの見方（洪水・土砂災害）

【浸水深区分】

特に早期水平避難が必要な区域

土砂災害特別警戒区域
土石流警戒区域

急傾斜地の崩落警戒区域



２ 避難に関する防災情報について

気象台などからの情報により避難の必要性を判断し、危険度に応じて避難情報を発令します。

市が発令する
避難情報

気象情報 どのような行動をとるべきか

警戒レベル５
緊急安全確保 大雨特別警報

氾濫発生情報 など
すでに災害が発生している状況
命を守るための最善の行動をとる

警戒レベル４ 避難指示 土砂災害警戒情報
氾濫危険情報 など

速やかに危険な場所から避難
※指定避難所までの移動が危険な場合、
近くの安全な場所や、施設内の安全
な場所に移動

警戒レベル３ 高齢者等
避難

大雨・洪水警報
氾濫警戒情報 など

避難に時間を要する人とその支援者は避難
※高齢者、障がいのある方、
乳幼児連れの方など

（１）市が発令する避難情報



（２） 防災情報の収集方法

・テレビ（ｄボタン）
・コミュニティーFM
ＦＭポコ（76.2MHｚ）

・防災ウェブサイト（市ホームページ）
・SNS（Twitter Facebook LINE)
・緊急速報メール（登録不必要）
・メールマガジン（登録必要）
・戸別受信機
・屋外スピーカー（市内27ヵ所）
・防災アプリ など

情報の収集方法

避難情報、避難所開設情報、
気象警報、気象特別警報、緊急地震速報、
噴火警報、噴火速報、国民保護情報、
防災イベント・広報 など

戸別受信機

屋外スピーカー
市内２７ヵ所防災情報の種類



避 難 情 報 の 発 令

安全に避難できる
浸水が始まっており、浸水
区域の外への避難が困難

危険区域より出て
安全な避難所等へ避難

無理な避難は避け
建物の上の階へ避難

水平避難 垂
直
避
難

（３）浸水や土砂災害が想定される区域にいる場合の避難行動



（４）水害時に開設する避難所（令和５年２月現在）



（５）地震で開設する避難所（令和５年２月現在）



３. 避難確保計画と避難訓練について
（１）土砂災害防止法、水防法に基づく制度の内容

●要配慮者が利用する施設では、避難確保計画
の作成と避難訓練の実施が義務です

●対象の施設は、土砂災害区域内または浸水想
定区域内の要配慮者が利用する施設です

●避難確保計画を作成または変更した場合は市
への報告が必要です

●避難訓練は原則として年１回以上実施し、市へ
の報告が必要です



（２）避難確保計画に記載する内容（主なもの）

防災体制、情報収集及び伝達

●避難情報の収集・伝達方法・体制等
●避難を開始するタイミング
●施設利用者の避難支援の体制

避難の誘導

●安全が確保できる避難先の選定
●安全が確保できる避難ルートや避難方法

防災教育及び訓練の実施

●防災教育や訓練の実施

避難のための整備

●避難に必要な情報機器や施設整備
●屋内で安全確保を行う場合の必要な物資

★市ホームページに避難計画のひな型、チェックリストを掲載していますので、ご活用ください。



（３）避難訓練の内容（例）

事前準備、情報収集及び伝達

●ハザードマップの確認
●テレビ、インターネットなどからの情報収集
●施設利用者への連絡（館内放送など）
●施設利用者の避難支援体制の確認

避 難

●避難先や避難経路の安全確認
●要配慮者の避難支援、体調管理
●周辺住民への協力依頼
●必要物品の持ち出し
●避難先での連絡体制の確認

★市ホームページに避難訓練実施例、避難訓練行動チェックシートを掲載していますので、ご活用ください。



対象施設には、計画作成と避難訓練実施報告を依頼します。
市役所担当課まで提出をお願いいたします。

★避難確保計画
内容の変更があれば市役所担当課まで２部提出してください
（変更なければ提出不要です）

★避難訓練の実施
実施後おおむね1ヵ月以内にFAXまたはオンラインで報告してください

★該当施設の確認
市ホームページ「要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の
実施について」内で確認できます。

で検索☜

（４）市への報告のお願い

福島市 避難確保計画


